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仕様書

１ 業務名 ：質量分析装置 LCMS-2020システム一式の保守点検業務

＜保守点検業務対象機器＞

島津製作所社製 LCMS-2020システム一式（フロント LC含まず）

２ 履行場所：大阪府羽曳野市尺度 442
(地独)大阪府立環境農林水産総合研究所 北棟２階液クロ精密機器室

電話番号 072-979-7063
（食と農の研究部 食品グループ 入札担当者）

３ 業務内容：下記（１）～（４）のとおり

（１）保守作業

整備付定期点検（１回／年）及びオンコール修理（回数無制限）

※オンコール修理作業は、当該装置を用いた測定の際に、システムエラーや、分析

対象化合物の急激な感度低下、意図しない分析対象化合物の継続的なキャリーオ

ーバーなどの障害が発生した場合に、正常な動作に復旧させるために必要な全て

の修理作業を行うものとする。

※ 保守点検業務の作業時間は平日午前９時から午後５時 30 分までとする

（祝日及び休日を除く）。ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合には、

この限りでない。             

（２）点検報告書（作業内容）             ・・・別紙１

（３）整備交換部品リスト               ・・・別紙２

（４）保守点検代金に含まれない部品リスト       ・・・別紙３

＊サービス員の作業費、別紙２記載の修理交換部品費込（消耗品は含まず）

４ 契約期間：令和７年４月１日 ～ 令和８年３月 31日

５ 注意事項：

・作業は研究所職員の指示に従って行うこと。

・障害が生じた場合、受注者は発注者の問い合わせに対して、一次対応（電

話対応を含む）を 24時間以内に行うこと（祝日及び休日を除く）。

・受注者は、発注者の要求によりオンコール修理作業日程を早急に調整する

こと。また、障害の内容により当該機器の部品の交換が必要な場合には、

受注者と発注者が協議の上、受注者が当該部品を手配し、当該部品の納品

から 3日以内にオンコール修理作業日程を調整すること。なお、別紙２に

定める部品以外の箇所などに損傷または劣化が認められ交換が必要となった
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場合には、受注者と発注者が協議の上、発注者が当該部品を注文する。

・保守点検業務委託に必要な付帯補修及び作業は、受注者の負担で行うこと

・法人施設正門前道路に通行区分時間帯設定（午前７時 30分から午前９時

は通行禁止）があるため、保守点検業務のために車両を通行する場合には

これを遵守すること。また、法人施設内の車両の通行に関しては、発注者

の指示に従うこと。

・作業中に発生したゴミ等に関しては、業務従事者が処理、清掃を行うこと。

・作業中の事故については、受託者の責に帰すること。

・作業完了後は、研究所職員立会いの上、検査を受けること。

・仕様書に記載のない事項、又は作業上不都合な部分、あるいは当然必要と

認められる部分については、係員と協議の上、その指示に従い、契約金額

の範囲内で完全に実施すること。


